
 

新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

2106.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ビタミン、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸をもとと

した栄養補助食品（小売用の容器入りにしたものに限る。） 

 

輸出統計品目表第 2106.90 号（統計細分 300）に掲げる「ビタ

ミン、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸をもととした栄養

補助食品（小売用の容器入りにしたものに限る。）」とは、健康維

持を図るためビタミン（プロビタミンを含む。以下同じ。）、ミネ

ラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸（以下「ビタミン等」という。）

を摂取することを主目的として製造された栄養補助食品（直接

食用に供されるものに限る。）であることが、当該製品の品名、

表示又はチラシ、パンフレット等により確認できるものをいう。 

したがって、ビタミン等を強化した食品（例えば、ビタミンＣ

を強化した粉末ジュース、各種ビタミン又はたんぱく質を強化

した粉末プロテイン飲料、カルシウム又はビタミンを強化した

エネルギーバー。）及びビタミン等を配合した調製品で食品の製

造に使用するものは含まれないので留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

3926.20 

4015.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．手袋（厚さが 0.20 ミリメートル未満のものに限る。） 

 

輸入統計品目表第 3926.20 号及び第 4015.19 号において「手

袋（厚さが 0.20 ミリメートル未満のものに限る。 ）」とは、下

記図に示すａ点及びｂ点を測厚器（例えば、マイクロメーター）

を用いて測定した厚さが共に 0.20 ミリメートル未満のものを

いう。 

 

ａ点 中指の先端から約

15 mm とする（Ａの距離） 

ｂ点 掌部のほぼ中央と

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本産業規格 

なお、輸入貨物の数量について、左右兼用のものの場合は、

２枚で１対（PR）として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

3926.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ガウン（医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類

のものに限る。） 

 

輸入統計品目表第 3926.20 号（統計細分 020）に掲げる「ガウ

ン（医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに

限る。）」（以下「ガウン」という。）とは、プラスチック（プラス

チックを積層した不織布のうち第 39 類に属するものを含む。）

から製造した衣類であり、開放した後部を腰ひも等の留め具で

閉じる構造を有し、かつ、袖口からの汚染物質の侵入を防ぐ構

造（例えば、ゴム等により絞られた手首までの袖口）を有するも

のをいう。 

ガウンは、主に、医療、介護の現場で、体液、排泄物等が着用

者の衣類や身体に接触するのを防止するためや、工場で、着用

者の衣類から埃が飛散するのを防止するために使用される。ま

た、ガウンは、ズボン、キャップ、手袋、シューズカバー等と共

に提示される場合がある。 

 

外観例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

42.02項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第42.02項の取扱いについて  

 

（省 略） 

 

（４）スマートフォン、タブレットコンピューターその他の携

帯用電子機器用カバー 

  スマートフォン、タブレットコンピューターその他の携帯

用電子機器を収めるために特別に成形された収納スペース

（固定枠を含む）を有し、外面を覆う形状のものは、上記（１）

及び（２）並びに材質に関わらず、原則として第42.02項に分

類する（国際分類例規第4202.32  １．「携帯電話の特定のモ

デル用に設計されたプラスチック製カバー」参照）。 

収納スペースを有しないもの（粘着式カバー等）、外面を覆

わないもの（一部の面を保護するプラスチック製カバー等）

は構成材料により分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.02項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第42.02項の取扱いについて  

 

（同 左） 

 

（４）スマートフォン及びタブレットコンピューター用カバー 

  スマートフォン又はタブレットコンピューターを収めるた

めに特別に成形された収納スペース（固定枠を含む）を有し、

外面を覆う形状のものは、上記（１）及び（２）並びに材質に

関わらず、原則として第42.02項に分類する（国際分類例規第

4202.32  １．「携帯電話の特定のモデル用に設計されたプラ

スチック製カバー」参照）。 

収納スペースを有しないもの（粘着式カバー等）、外面を覆

わないもの（一部の面を保護するプラスチック製カバー等）

は構成材料により分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

6210.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ガウン（医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類

のものに限る。） 

 

輸入統計品目表第 6210.10 号（統計細分 211）に掲げる「ガウ

ン（医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに

限る。）」（以下「ガウン」という。）とは、不織布（プラスチック

を積層した不織布のうち第 56.03 項に属するものを含む。）から

製造した衣類であり、開放した後部を腰ひも等の留め具で閉じ

る構造を有し、かつ、袖口からの汚染物質の侵入を防ぐ構造（例

えば、ゴム等により絞られた手首までの袖口）を有するものを

いう。 

ガウンは、主に、医療、介護の現場で、体液、排泄物等が着用

者の衣類や身体に接触するのを防止するためや、工場で、着用

者の衣類から埃が飛散するのを防止するために使用される。ま

た、ガウンは、ズボン、キャップ、手袋、シューズカバー等と共

に提示される場合がある。 

 

外観例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

6210.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．防護服（上下一体の全身用の衣類に限る。） 

 

輸入統計品目表第 6210.10 号（統計細分 212）に掲げる「防護

服（上下一体の全身用の衣類に限る。）」（以下「防護服」という。）

とは、不織布（プラスチックを積層した不織布のうち第 56.03 項

に属するものを含む。）から製造した上下一体の全身用の衣類で

あり、前部をスライドファスナーによって開閉し、袖口からの

汚染物質の侵入を防ぐ構造（例えば、ゴム等により絞られた手

首までの袖口）を有するものをいう。 

防護服は、主に、有害粉じん、有害化学物質、病原体、放射性

物質等から身体を保護するために使用される。 

 

外観例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

6307.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．N95 マスク（米国国立労働安全衛生研究所の認証を受けたも

のに限る。） 

 

輸出統計品目表及び輸入統計品目表第 6307.90 号において、

「N95 マスク（米国国立労働安全衛生研究所の認証を受けたも

のに限る。）」（以下「N95 マスク」という。）には、米国国立労働

安全衛生研究所から N95 マスクとしての認証を受け、米国国立

労働安全衛生研究所の認証番号が表示されているマスクを分類

する。 

N95 マスクは、家庭用マスクに比べて、密閉性やフィルター部

の捕集効率が高く、日本では主に、医療機関等において、病原体

を含んだ飛沫核が着用者の鼻や口から吸入されることを防止す

るために使用される。 

 

外観例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字部拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊認証番号は一例である。 

 

 

 


